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はじめに 

本県では，「広島版『学びの変革』アクション・プラン」において，これから

の社会で活躍するために必要な資質・能力の育成を目指した「主体的な学び」

を促す教育活動を推進しています。 

学校教育においては，教育基本法第 14 条第１項を踏まえ，これまでも平和で

民主的な国家・社会の形成者を育成することを目的として政治的教養を育む教

育を行ってきたところですが，平成 27 年６月，公職選挙法等の一部を改正する

法律により選挙権年齢の引下げが行われたことなどを契機に，習得した知識を

活用し，主体的な選択・判断を行い，他者と協働しながら様々な課題を解決し

ていくという国家・社会の形成者としての資質や能力を育むことが，より一層

求められます。 

政治的教養の教育で育成しようとする国家・社会の形成者として求められる

資質・能力は，変化の速い 21 世紀の社会において活用できる汎用的な力であり，

「広島版『学びの変革』アクション・プラン」で述べられている，これからの

社会を生き抜くために必要な資質・能力として，学校教育全体を通じて，その

育成に取り組むことが重要であると考えています。

県教育委員会では，県立学校の優れた実践をもとに作成した事例を広く紹介

するとともに，政治的中立性の確保に資する内容をまとめた政治的教養の教育

の手引を作成しました。 

各学校において，本手引が広く活用され，学習者基点で能動的な深い学び，

すなわち「主体的な学び」の取組が充実するとともに，生徒の政治的教養が育

まれることを強く念願しております。 

平成 30 年６月 
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国政選挙の年代別投票率は，平成 28 年 7 月に行われた第 24 回参議院議員通常選挙では，全年代を通じた投票率が 54.70％であるのに対し，10 歳代が 46.78％，20 歳代が 35.60％，30 歳代が 44.24％となっている。また，平成 29 年 10 月に行われた第 48回衆議院議員総選挙では，全年代を通じた投票率が 53.68％であるのに対し，10 歳代が 40.49％，20歳代が 33.85％，30 歳代が 44.75％となっている。このように，いずれの選挙においても，若年層全体としては，投票率は他の年代と比べ低い水準にとどまっている。 しかしながら，第 24 回参議院議員通常選挙における 18 歳の投票率は 51.28％，19歳の投票率は 42.30％，第 48 回衆議院議員総選挙における 18 歳の投票率は 47.87％，19 歳の投票率は 33.25％であり，いずれの選挙においても，18歳の投票率は，19 歳の投票率だけでなく，20歳代，30 歳代の投票率も上回る結果となっている。 

（総務省ホームページによる。）

第Ⅰ章 現状と課題 

１ 国政選挙における年代別投票率 
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                            18 歳投票率 19 歳投票率 10 歳代投票率 

【参考】 全体の投票率 第 24回参議院議員 通常選挙 51.28  42.30  46.78  54.70  第 48回衆議院議員 総選挙 47.87  33.25  40.49  53.68  （第 24 回 参議院議員通常選挙年齢別投票者数調（18歳・19 歳）（全数調査）及び 第 48回 衆議院議員総選挙年齢別投票者数調（18歳・19 歳）（全数調査）による。） 
 

 

（総務省ホームページによる。） 
直近の国政選挙の年齢別投票者数調（全数調査）における投票率 
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 平成 27 年６月の改正公職選挙法の成立により，平成 28年６月 19日の後に行われる国政選挙の公示日以後に公示・告示される選挙から，18 歳以上の者が投票や選挙運動ができるようになることから，国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質や能力を育む教育（政治的教養の教育）の充実や生徒の政治的活動等に係る考え方の整理が必要となった。 文部科学省では，高等学校等における政治的教養を育む教育が推進されるとともに，高校生の政治的活動等に対する生徒指導が適切になされるよう，当時の時代背景や選挙権年齢が 20 歳以上であることを前提としていた昭和 44年の通知を見直し，「高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等について」（平成 27年 10 月 29 日付け初等中等教育局長通知）を発出し，関連する Q&A も作成した。 また，総務省と連携して，模擬選挙などの実践的活動についてのワークシートなども盛り込んだ政治や選挙等に関する副教材「私たちが拓く日本の未来」や教員用の指導資料を作成し，全国の全ての国公私立高等学校等に配布した。 加えて，平成 27 年 11 月，文部科学副大臣のもとに「主権者教育の推進に関する検討チーム」を設置し，国家及び社会の形成者として必要な教育を社会全体で推進する観点から，学校のみならず家庭，地域において，政治の仕組みなどについて必要な知識を習得させるにとどまらず，社会の中で自立し，他者と連携・協働しながら，地域の課題解決を主体的に担うことができる力を身に付けるための取組を検討し，平成 28 年６月に「主権者教育の推進に関する検討チーム」最終まとめを策定した。  （３）学校教育における課題   現在，小・中・高等学校等においては，学習指導要領に基づき，児童生徒の発達の段階に応じて，憲法や選挙，政治参加に関する教育が行われている。   具体的には，小学校，中学校，高等学校の各段階の社会科，公民科において，日本国憲法の基本的な考え方（小学校），国会を中心とする我が国の民主政治の仕組みや議会制民主主義の意義（中学校），望ましい政治の在り方と政治参加の在り方，政治参加の重要性（高等学校）などについて指導が行われている。   しかしながら，「政治の意義や制度に関する指導は，知識を暗記するような教育となっているのではないか。」や「現実の具体的政治事象を取り扱うことに消極的ではないか。」といった指摘がある。   このような指摘を踏まえ，全ての教科等で生徒が有権者としての判断を適切に行うことができるように，公民科はもとより，各教科，総合的な学習の時間などにおいて，話合いや討論等を通じて生徒が自らの考えをまとめていくような学習を進めることが求められる。また，生徒の考えや議論が深まるよう様々な見解を提示し，特定の見方や考え

２ 公職選挙法改正を踏まえた国の動向 

３ 学校教育における課題 
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方に偏った取扱いにより，生徒が主体的に考え，判断することを妨げることのないよう留意し，現実の具体的な政治的事象を取り上げるとともに，活動を行うこと自体が目的とならないよう配慮した上で，模擬選挙や模擬議会など具体的・実践的な活動を学校現場に取り入れることが求められる。     
 

 

 

 

 

 

 【福山誠之館高等学校】         【因島高等学校】 どのようにすれば生徒が選挙について，真剣に考えるようになるのだろうか。この疑問に対して各学校はそれぞれ取組を積み重ねている。特色ある実践として，福山誠之館高等学校と因島高等学校の演劇形式の授業を紹介する。教員がシナリオから演技までこだわり，政策と身近な生活とのつながり等，考えさせたい内容を盛り込むことで，生徒たちは自分たちの問題として考えることができると考え，対話劇を取り入れたものである。事後の生徒のアンケートには，「選挙に対する主役の意識の変化がよく分かり，演技の楽しさだけでなく，選挙について考えることができた。」，「選挙はまだまだ自分には関係ない話と思っていたが，選挙によって消費税など自分の身近な政策も変わってくることが分かり，選挙のニュースを見たり，立候補者の演説を聞いたりしたい。」などの感想が見られた。振り返りとして観劇後に模擬選挙を行うなど，実際に活動を行うことで，有権者となることの責任や，社会参画についての意識を更に高める工夫をしている。 

対話劇を通じて選挙を考える 

【福山誠之館高等学校】 【因島高等学校】 
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   教育基本法第 14条第１項には「良識ある公民として必要な政治的教養は，教育上尊

重されなければならない。」とある。このことは，国家・社会の形成者として必要な資

質を養うことを目標とする学校教育においては，当然要請されていることであり，日

本国憲法の下における議会制民主主義など民主主義を尊重し，推進しようとする国民

を育成するに当たって欠くことのできないものである。小学校，中学校及び高等学校

等においては，児童生徒の発達の段階を踏まえつつ，国家及び社会の形成者として必

要とされる資質を養うよう教育の充実を図ることが重要である。 

   また，政治的教養の教育を行うに当たっては，教育基本法第 14 条第２項において，

「特定の政党を支持し，又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動」は禁

止されていることに留意することが必要である。 

 

 

 

   各学校においては，教育基本法を踏まえ，これまでも平和で民主的な国家・社会の

形成者を育成することを目的として政治的教養を育む教育（以下「政治的教養の教育」

という。）を行ってきたところである。平成 27 年６月，公職選挙法等の一部を改正す

る法律により，選挙権年齢の引下げが行われたことなどを契機に，新たに有権者とな

る若い人たちの政治や選挙への関心を高め，政治的教養の教育を推進する必要性は更

に高まっている。 

   政治的教養を育むためには，政治や選挙の意義，選挙の具体的な仕組みについて理

解するとともに，そのような知識を踏まえ， 

   ①論理的思考力（とりわけ根拠をもって主張し他者を説得する力） 

   ②現実社会の諸課題について多面的・多角的に考察し，公正に判断する力 

   ③現実社会の諸課題を見出し，協働的に追究し解決（合意形成・意思決定）する力 

   ④公共的な事柄に自ら参画しようとする意欲や態度 

  を育むことが求められる。 

   こうした国家・社会の形成者として求められる４つの力は，変化の速い 21世紀にお

いて活用できる汎用的な力であり，これらを育むためには，学校教育全体を通じて，

正解が一つに定まらない問いに取り組む学び，学習したことを活用して解決策を考え

る学び，他者との対話や議論により考えを深めていく学びに取り組むことが重要であ

る。 

１ 政治的教養の教育について 

第Ⅱ章 広島県における政治的教養の教育について 

２ 国家・社会の形成者として求められる力 
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近年，グローバル化の進展などにより，あらゆる資源が国境を越えて行き交い，様々

な課題がますます変化・複雑化・高度化する先行き不透明な社会へと移行している。

また，科学技術などの急速な進展により，新たな知識・情報が次々に生まれ，情報通

信技術の目覚ましい進化と相まって瞬時に世界中に拡散するため，既存の知識はとも

すれば陳腐化し，これまで常識だと思われていたことがいつのまにか新たに書き換え

られてしまうということも珍しくはない。このような中，県教育委員会では，平成 26

年 12 月に，グローバル化する 21 世紀の社会を生き抜くための新しい教育モデルの構

築を目指して「広島版『学びの変革』アクション・プラン」（以下「アクション・プラ

ン」という。）を策定した。 

この「アクション・プラン」を基に，変化の激しい今後の社会を担う児童生徒に必

要な資質・能力を身に付けさせるためには，これまでの知識ベースの学びに加え，こ

れからの社会を生き抜くために必要な資質・能力の育成を目指した「主体的な学び（学

習者基点の能動的な深い学び）」の創造を目指している。  

平和で民主的な国家・社会の形成者を育成することを目的として行う政治的教養の

教育において，生徒が有権者として自らの判断で権利を行使することができるように

するには，具体的かつ実践的な指導を行うことが必要である。このことを踏まえ，こ

れまでも，各学校は，学校全体の教育活動を通じて特色ある取組を行ってきている。 

その指導において，生徒に，政治や選挙に関する知識はもとより，根拠を判断し，

討論等を通じて自己の意見を正しく表明する力，他人の意見に十分耳を傾け，これを

尊重する態度とともに異なる意見を調整し合意を形成していく力などの資質・能力を

身に付けさせていくことが求められる。 

具体的な授業等の場面では，議会制民主主義など民主主義の意義とともに，選挙や

投票が政策に及ぼす影響などの政策形成の仕組みや選挙の具体的な投票方法など，政

治や選挙についての理解を深めさせるとともに，実際の政治的現象を含む，現実社会

の諸課題を見いだし，それらを多面的・多角的に考察し，他者と議論を交わしたり，

協働的に追究したりすることを通して，自らの意見や解決法を見いだしていけるよう

な学びを仕組んでいくこととなる。このような学びは，まさに，「アクション・プラン」

において実現を目指す「主体的な学び」の趣旨と合致し，政治的教養の教育を「主体

的な学び」の創造に向けた取組の一つとして捉えていくことができると考える。 

   政治的教養の教育の一層の充実を図るためには，学校と家庭や地域社会との連携・

協働が重要となる。例えば，学校が，選挙管理委員会などの様々な部局や公民館，自

治会などの地域の関係機関と連携を図り，地域の人的資源を有効に活用するなどの取

組が考えられる。こうした取組は，「アクション・プラン」において示す「実社会との

繋がりを重視した体験的な学び」であり，これからの社会を担う児童生徒の資質・能

力の育成に資するものである。 

３ 「広島版『学びの変革』アクション・プラン」における政治的教養の教育 
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 （１）広島県教育委員会の主な取組 

対象 内容 （実施時期） 

管理職 
校長及び教頭を対象とした「政治的教養の教育」に係る研修会 

（平成 27年 10月，11月） 

教員 

教務主任研修における「政治的教養の教育」に係る講座 

（平成 27年 11月，平成 28年５月，平成 28年 11月，平成 29年５月， 

平成 29年 11月） 

県立教育センター専門研修講座 地理歴史科，公民科教員対象「これか

ら求められる政治的教養の教育」講座  

（平成 28年 6月，平成 29年 6月） 

「政治的教養の教育」年間指導計画の作成・提出 

（平成 28年３月末，平成 29年１月末） 

平成 28年度中に各校で行う「政治的教養の教育」における実践事例提出

（平成 28年 11月末） 

生徒 
政治的教養の教育に係る生徒用リーフレットの配付（P10参照） 

（平成 27年 12月） 

（２）県立学校の特徴的な取組 

   〇ＥＳＤの視点を活用した模擬選挙の実施（平成 28年２月：御調高等学校） 

※コラム参照 

〇教員によるオリジナル演劇 

（平成 27年 12月：福山誠之館高等学校，平成 28年７月：因島高等学校） 

※コラム参照 

   〇市内高校公民担当教諭と市選挙管理委員会との意見交換会の実施 

（平成 28年３月，平成 28年 8月：東広島市） 

   〇生徒会執行部による全校生徒を対象とした選挙講座の実施 

（平成 28年６月：松永高等学校） 

   〇市議会議員と高校生による意見交換会（平成 28年７月：安芸高田市） 

   〇市議会議員と高校生による意見交換会（平成 28年７月：庄原市） 

   ○市役所，大学等との連携を通じて，生徒自身が地域の課題を発見し，その解決策

を考え提言する取組（平成 28年 12月：庄原格致高等学校） 

    

（３）成果 

 〇選挙管理委員会との連携強化 

   ・平成 27年４月から平成 28年７月までに選挙管理委員会と連携した学校数 

    （全 81校中 46校） 

   ・平成 28年度に選挙管理委員会と連携した学校数 

（全 81校中 61校） 

    

４ これまでの主な取組 
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校番 学校名 課程

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

日本国憲法の基本
原理

地方自治と住民の
福祉

世論形成と政治参
加

政策討論会をしよう
（p.58～p.61）

地域課題の見つけ
方（p.44～p.49）

模擬請願（p.72～
p.77）

模擬請願（p.72～
p.77）

探究学習オリエン
テーション

地域研究（課題の
発見）

課題研究中間発表
会

課題研究発表会
（政策提言）

話し合い，討論の
手法(p.32～p.37）

地域課題の見つけ
方（p.44～p.49）

模擬請願（p.72～
p.77）

模擬請願（p.72～
p.77）

ホームルーム活動 社会人講話

生徒会活動 生徒会役員選挙

学校行事

政策討論会をしよう
（p.58～p.61）

模擬請願（p.72～
p.77）

市選挙管理委員会
と連携

同窓会・商工会議
所と連携

市議会事務局と連
携

政策討論会をしよう
（p.58～p.61）

模擬請願（p.72～
p.77）

模擬請願（p.72～
p.77）

ＰＴＡ総会での説明

政治的教養の教育　平成29年度　年間指導計画（例）　

第１学年用

公民科（　　現代社会　）の学習計画

副教材の内容

身に付けさせたい力 地域の課題を見出し，協働的に追求し解決（合意形成・意思決定）する力

副教材の内容

副教材の内容

副教材の内容

総合的な学習の時間

特別活動

外部専門機関・地域との連携

PTAとの連携

   〇 総合的な学習の時間などにおいて，地域の課題について背景や要因を分析した

り，生徒が考えた解決策を行政に提言したりするなど，より実践的な学習活動の

取組の増加。 

 

（４）課題 

 〇 授業において，政治的中立性を確保し，生徒が特定の見方に偏らないようにす

るとともに，地域の活性化など身近で具体的な課題を通して，生徒が政治に関わ

る課題を主体的に考え，議論を深めるための資料や問いかけなどの学習活動をさ

らに工夫すること。 

〇 「政治的教養の教育」の年間指導計画作成に当たって，学校として指導のねら

いを明確にし，系統的・計画的な指導計画となるよう，充実に努めること。具体

的には，副教材の活用場面を明記したり，公民科の授業，総合的な学習の時間，

特別活動等におけるそれぞれの活動のつながりを可視化したりすること。 

 

（年間指導計画の作成例） 
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Ａ 

選挙権年齢が引き下げられたのは，少子高齢化の進む日本で未来の日本に生きていく世代である皆さんに，未来の日本の在り方を決める政治にしっかり関与してもらいたいということからです。 また，現在海外では，選挙権年齢は「18 歳以上」が主流です。世界の191の国・地域のうち，9 割近くが日本の衆議院に当たる下院の選挙権年齢を「18歳以上」と定めています。日本の7 割を超える高校生が「社会や政治問題へ参加すべきだ・参加した方が良い」と考えている中，今回の引下げは，高校生の思いと制度が近づき，世界の流れにも沿ったものとも言えます。 

私たちが拓く日本の未来 ～有権者となる皆さんへ～ 

（高等学校等第3 学年・第4 学年用） （副教材pp.5－７，p.27）

（副教材p.6）

（副教材p.7）

Ａ 

（副教材p.11）  

我が国では間接民主主義の原則に基づいて政治が行われています。選挙とは，このような政治に参加する手段の一つであり，国民や地域の住民から選ばれた代表者が議会で法律や予算を決定する制度をとっている我が国において最も重要な手段です。 有権者になるということは，政治について重要な役割を持つ選挙等に参加する権利を持つということです。誰かに任せるのではなく，積極的に選挙を通じて，課題について調べ，考え，自分なりに判断し，政治に参加していくこと，これも権利であり，国家・社会の形成者としての責務とも言えるものです。 
Ａ 

政治とは自分で判断することが基本なので，課題を多面的・多角的に考え，自分なりの考えを作っていく力が必要です。各人の考えを調整し，合意形成していく力も政治には重要であり，とりわけ，根拠をもって自分の考えを主張し説得する力を身に付けていくことが求められます。 Ａ 

インターネット 
政見放送 冊子状の公約集 演説会 選挙公報 街頭演説 

公開討論会 

広島県教育委員会 

信頼できる候補者を選ぶための情報収集の方法は，次のようなものがあります。 
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・ 投票できる選挙区は，現在の住所に基づき決定されるため，進学や就職により住所が変わった場合は 住民票の異動が必要となります。 ・ 投票日当日に投票に行くことができない場合は，公示日又は告示日の翌日から投票日の前日までの間， 期日前投票所において投票することができます。 Ａ 

満満満満18181818歳歳歳歳（有権者）（有権者）（有権者）（有権者）になっても選挙運動としてになっても選挙運動としてになっても選挙運動としてになっても選挙運動として    できないことできないことできないことできないこと（例）（例）（例）（例）    ×××× 特定の候補者を当選させる目的で，飲食物や労務 ×××× 公示日又は告示日に，候補者が立候補の届出をする前に選挙運動を行うこと。 ×××× 候補者や政党等以外の者が，選挙運動を電子メールを利用して行うこと。 ×××× 候補者や政党等から来た選挙運動のための電子メールを他の選挙人に転送すること。 満18歳未満の者は選挙運動をすることはできず，誰であっても，満18歳未満の者を使用して選挙運動をすることはできません。 

（副教材pp.12－13，pp.94－98）

（副教材p.10，p.14，p.91）

今回の引下げにより満18歳，19歳の皆さんが選挙運動を行うことが認められるのは，平成28年６月 19日以降に初めて行われる選挙からです。平成28年には参議院議員通常選挙があります。             

   選挙の種類（p.９）   衆議院議員総選挙 参議院議員通常選挙   都道府県知事選挙・都道府県議会議員選挙 市区町村長選挙・市区町村議会議員選挙 
（総務省・文部科学省 「私たちが拓く日本の未来」による。） 

自分の意思 を示そう！ 

高等学校等において育んだ政治的教養を生かして，有権者として政治に参加してください。 

コラム 
 

Ａ 満満満満18181818歳歳歳歳（有権者）（有権者）（有権者）（有権者）になれば選挙運動としてになれば選挙運動としてになれば選挙運動としてになれば選挙運動として    できることできることできることできること（例）（例）（例）（例）    ○○○○ 友人・知人に直接投票や応援を依頼すること。 ○○○○ 電話により投票や応援を依頼すること。 ○○○○ 自分で選挙運動メッセージを掲示板・ブログなどに書き込むこと。 ○○○○ 選挙運動の様子を動画サイトなどに投稿すること。 ○○○○ 選挙運動メッセージをＳＮＳなどで広めること。 

参議院議員通常選挙（p.17） 国 の 選 挙 
地 方 の 選 挙 
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（平成 28年６月７日 岡山大学大学院教育学研究科 桑原 敏典 教授 ） 

 

 

 

 

 

 

（１）18歳選挙権について 

◆有権者は，年齢を重ねるにつれ世の中との関係（「しがらみ」）ができるので，必然

的に選挙に参加するようになると考えられる。しかし，ＳＮＳなどでコミュニケー

ションをとることが多い現代の若者は，かつての世代と比べ「しがらみ」が少なく，

選挙に参加する必然性が生じにくい。そこで，世の中と若者をつなぐ学校教育に対

する期待が大きくなる。 

◆授業における政治的中立性を考える際に念頭に置かなくてはならないことは，教員

が政治的な事象に対する自分の考えを生徒に表明したとき，生徒はそれをどのよう

に受け止めるのかということであり，教員が特定の見解を自分の考えとして述べる

ことについては，教員の認識が生徒に大きな影響を与える立場にあることから，避

けることが必要である。 

◆政治的に対立する見解がある現実の課題を取り上げる場合，教員は，生徒の考え方

や議論が深まるよう，様々な見解を提示することが重要である。 

 

（２）模擬投票について 

  ◆模擬投票は，選挙や政治をより身近なものに感じさせるとともに，将来の主体的な

投票行動へとつなげていくことを目指した実践的な教育活動であるが，単なるイベ

ントとならないよう，その意義を明確に伝える必要がある。 

◆模擬投票に関連して，選挙管理委員会職員などが講演を行う場合があるが，その講

演内容は，教員と職員で事前に十分に協議しておく必要がある。その際，公民的資

質の育成は，地理歴史科・公民科の教員の専門分野であることを意識すること。 

 ◆現実の選挙において争点となっている問題を取り上げる際には，その問題が授業の

ねらいを達成するために適切な題材であるかを検討する。また，過去に争点となっ

た問題を扱うことで，かつてどのような判断をしてきたかを検討することができ，

その検討過程は，現代の問題を考える際に活用することができる。 

 ◆模擬選挙では，人に投票させる場合と，政策に投票させる場合とが考えられる。人

に投票させる場合，何を対立軸とするか，子供たちに高度な判断を任せることにな

るので，何のためにこの模擬選挙を行うのかを事前に理解させておく必要がある。 

５ 教育センター専門研修「これから求められる政治的教養の教育」（要旨） 

<政治的教養の教育の実践のポイント> 

① 学校を地域に開き，地域社会とともに子供を育てていくこと 

② 教員が一人の市民として，社会に向き合い，地域とつながるということ 

③ 将来を見据えた教育の在り方を考えて，政治的教養の教育を進めていくこと 
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（３）学校を地域社会に開いていくために 

◆現実の社会の文脈の中で，地域課題についてリアリティのある解決を目指す政治的

教養の教育は，社会とのつながりを作り学校を地域に開いていくことで可能になる。 

◆学校を地域に開いていくためには，地域課題に関心を持って活動しているＮＰＯ等

の団体や地域の人々を巻き込んでいくことが必要である。 

◆生徒自身も問題意識を持って取り組め，なおかつ地域の人々とも一緒に語り合うこ

とのできる地域課題をテーマとすることが望ましい。 

◆立場が違えば課題解決に向けた取組が違ってくる。そのような違いを乗り越えて意

見を取りまとめることが求められるような現実的な問題解決過程として学習を組む

とよい。 

 

（４）指導上の留意事項 

◆生徒が将来，選挙や住民投票などの政治的な判断を迫られたとき，自ら判断基準を

つくり，主体的に判断できるようにすること。 

◆実際の投票率の向上だけを目標にするのではなく，将来にわたって選挙に対する関

心をもたせること。 

◆知識を総合的に活用して問題に取り組み，取りうる選択肢を明らかにし，論理的実

践的帰結を予測し吟味して，より間違いの少ない選択肢を選んでいく政治的判断力

を育てること。 

◆裁判事例を扱う場合，その裁判の結論に着目させるのではなく，どのような社会が

それぞれの結論を導くかを考えさせることにより，自分たちがどのような社会をつ

くっていこうとするのかに着目させること。 

◆自由な意見表明が認められ受容される民主的な空間としての「教室」を整備するた

めには，教員が①自由な発言，②他者の意見への傾聴，③前向きな意見表明などの

話し合いのルールを明確にし，ファシリテートすること。 

◆終結は一つの意見に収束するのではなく，多様な意見を保障すること。 

 

 （５）おわりに 

◆あらゆる教科は市民としての能力の育成であるから，すべて政治的教養の教育につ

ながっている。 

◆有権者になるということは，自分だけのことを考えるのではなく，社会全体のこと

を考えるという，公共の観点が大切である。 

◆政治的教養の教育に取り組むことは，今の学校教育のカリキュラムにこれまでとは

異なる特別な何かを追加することではない。市民を育成するという本来の目的から

学校の教育活動を見直していくという，将来を見据えた意義ある取組である。 
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１ 公民科（現代社会）の事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 

 

２ 公民科（政治・経済）の事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 

               

３ 学校設定科目（時事問題）の事例・・・・・・・・・・・・・・・・20 

             

４ 学校設定科目の事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 

             

５ 総合的な学習の時間の事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24 

                

６ 特別活動（ホームルーム活動）の事例・・・・・・・・・・・・・・26 

         

７ 特別支援学校における特別活動（ホームルーム活動）の事例・・・・28 

 

 

 

 

第Ⅲ章 実践事例集 
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１ 指導計画 

（１） 学年    第１学年 
（２） 単元名   基本的人権と社会権・参政権・請求権 
（３） 単元の目標 身近な地域（町）を取り上げ，よい地域社会を形成するために模擬請願書を作成することを通し

て，様々な資料を活用して町の重点課題やその克服方法を考察し，参政権や請求権と関連付けて
理解することができる。 

（４） 単元指導計画（全３時間） 

時 主な学習活動 

１ 身近な地域（町）の特徴を調べて，町のキャッチコピーを作成した上で，町の重点課題を考察したり，よりよい

町にしていくための請願内容を吟味したりして，請願書を作成する。【本時】 ２ 

３ 基本的人権の保障と社会の形成者としての観点から，政治に参加する意味をまとめる。 

（５） 本時の目標 自己の生活体験や，身近な地域（町）についての資料を総合して町の特徴や課題を見いだし，そ
の上で，意見の異なる他者と協働して町の重点課題を絞り込み，町づくりのための請願書を作成
することを通して，公民として政治参加することの意味を考えることができる。 

（６） 学習の流れ（１・２時間目/全３時間） 

学習活動 指導上の留意事項（◇） 
評価規準〔観点〕 
（評価方法） 

【第１時】 
導入 ワークシート① 

「どのようにして私たちの要望を議会や行政に届けること
ができるだろうか。」 
 

 
 
展開１ 個人活動（ワークシート① 【作業１】） 
・「町制要覧を参考に，町のキャッチコピーを考えよう。」 
展開２ ペア活動（ワークシート① 【作業２】） 
・中高生へのインタビューや地区懇談会，アンケートなどを整理し
て 10の課題を提示する。 
「10 の課題から，優先するものをペアで３つ挙げ，取り上げた
理由を考えよう。」 
「私たちの町の特徴と課題を整理しよう。」 

【第２時】 
展開３ グループ学習①（ワークシート① 【作業３】） 

（ワークシート②） 
・意見の異なる２つのペアで１つのグループをつくる。 
「もっとも優先すべき課題を絞り込もう。」 

  
 
 
 
個人の人権保障や公共の福祉の観点から考察する。 

 
展開４ グループ学習② 
・請願書を書いてみよう 
 
 
 
 
  
 

 

まとめ 

・他に，私たちの要望や意見が議会や行政に反映される方法は

あるか。 

 
◇投票以外に憲法第 16条で「請願」という手段が保
障されていることを理解させる。 

◇実社会で政治的な意見を表明するためにどのような
方法があるかについて考えさせる。 

 
 
◇町制要覧の産業・人口構成の統計資料をもとに，
地理歴史科で学んだ知識を活用し，地域の特徴を
多面的に考察させ，町への請願を考える契機とす
る。 

 
◇暮らしやすい町にするために解決を図る必要があ
る課題かどうか，という視点で考えさせる。 

◇各ペアが取り上げた内容を集計し，クラス全体で
共有させる。 

 
◇意見の異なるペア同士が，それぞれ選択した理由
をもとに討議させる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
◇意見の異なるペアをグループにすることで，
実社会には多様な意見があることを理解さ
せ，さらに，根拠付けや意思決定の質が上が
るよう配慮する。 

 
 
 
 
 
 
 
 

◇政治に参加する意義について考える導入とする。 

 

 

 

 

 

・資料を適切に読み
取ることができ
る。〔資料活用の技
能〕（ワークシー
ト） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・事実や根拠をもと
にして重点課題に
ついて考えること
ができる。 

〔思考・判断・表現〕
（ワークシート） 

 

 

生徒のまとめ例  
急速な少子高齢化の進展に的確に対応し，人口の減少に歯止めをかけ，住みよい環境を確保して，将来にわたって活力ある

町づくりしていくことが，私たちの町でもっとも優先すべき課題である。私たちの町では，県内で１番の子育て支援を目指し
て，子供向けボランティア活動の年間８回の実施を目標としている。そこで，子供に遊びを教える等のボランティア活動支援
について，私たちの町の施策をより充実させるために，私たち高校生が大学生と連携して参加できるような体制をつくってい
ただきたい。 

私たちの町が住民にとって暮らしやすい町になる方法を考えよう。 

 

公民科（現代社会）の事例 

主張（結論） 

理由付け（論拠） 

事実（地域の実態等） 

 
例 

Ａグループ 暮らしの安全・安心の確保 

Ｂグループ 子育て支援，教育環境の充実等 

トゥールミンモデ
ルを用いて，地域の
実態等の事実をも
とに，説得力のある
理由を示し，自らの
正当性を主張する。 
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（７） 教材・資料等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○本事例のポイント 

 何が身近な地域の優先すべき課題なのかについて，トゥールミンモデルを用いて考えさせ，

その上で，ペアやグループで重点課題を絞り込むための討議を行います。トゥールミンモデ

ルは，お互いの思考の流れを顕在化できるので説得力のある主張につなげることができます。 

○更に発展させるために・・・ 

 政治に参加する意欲を持たせるために，生徒が地域の政治に関わる活動を行っている事例

（高校生会議，若者議会など）を紹介するなどして，課題解決のためにどのような取組が可

能かということについて，見通しを持てるようにすることが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 
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１ 指導計画 

（１） 学年    第３学年 
（２） 単元名   政党政治と選挙制度 
（３） 単元の目標 政党政治や選挙などに着目して，望ましい政治の在り方及び主権者としての望ましい政治参加の

在り方を考えることができる。 
（４） 単元指導計画（全３時間） 

時 主な学習活動 

１ 日本の選挙制度について把握した上で，政党などの行動とその意義を理解する。 

２ 政党政治や選挙，国民の政治意識や政治行動の特徴などを理解しながら，政治への関心を高める。 

３ 過去の選挙における政党の政策を分類・整理することを通して，政策について考察する。【本時】 

（５） 本時の目標 政党の政策の特徴について多面的・多角的に考察し，自分なりの考えを形成することができる。 
（６） 学習の流れ（３時間目/全３時間） 

学習活動 指導上の留意事項（◇） 
評価規準〔観点〕 
（評価方法） 

導入「有権者に必要な力」について考える。 
・私たちは投票する際に何を基準としているのでしょうか。 
（報道によるイメージ，地元への貢献，任期中の実績等） 
・「過去の国政選挙では，どんなテーマが争点となったでしょう
か。」と問いかけ，重要テーマについて各党が掲げた政策（公
約）をまとめた新聞記事（まとめサイト）を示す。 

・生徒は，まとめサイトの中から追究するテーマを１つ選択する。 
※ 生徒が選択するテーマの例 

○経済・消費税    ○社会保障・子育て 
○外交・安全保障   ○原発・復興 
○憲法 
 
 

 
 
展開１ グループ活動①「重要テーマにおける各党の考え方の違い
を整理しよう」 
・５人 1組のグループを編成し各テーマの担当者を決定する。 
・各担当者は，他のグループの同じテーマの担当者とともに当該
テーマにおける各政党の政策を整理・分析する。 

（１）当該テーマにおける各政党の特徴となる部分を書き出す。 
（２）当該テーマにおける各政党の政策の共通点，相違点に着 

目する。 
（３）各政党の政策を座標軸に位置付けるなどして総合的に理 

解できるように整理する。 
 

展開２ グループ活動②「複数のテーマの中で，最も優先したいテ
ーマについて考えよう」 
・各テーマ担当者がもとのグループに戻り，当該テーマについて
整理・分析した内容について報告する。 

・各報告を共有した後，複数のテーマの中で最も優先したいテー
マとその根拠について，意見を出し合う。 

 
展開３ グループ活動①・②を踏まえ，複数のテーマの中で最も優
先すべきテーマについて，個人としての考えをまとめる。 

  
 
 
 
 
まとめ 本時を振り返り，次時につなげる。 

◇表面的な利益誘導にとらわれるのではなく，政策
の内容を吟味して判断し，選択することの重要性
に気付かせる。 

◇本時において，まとめサイトは，特定政党の支持・
不支持を判断するためではなく，特定のテーマに
おける各政党の考え方を比較したり，評価したり
するために用いることを確認する。 

◇現実に存在する政党名に触れ，その政党等が主張
する政策等に触れるに当たっては，授業のねらい
に照らした理解が可能となるよう複数の政党の主
張を並列して紹介するなどの配慮を行う。 

◇選択するテーマは，特定の政党のみが賛成又は反
対しているものとならないよう配慮する。 

 
 
 
◇選択したテーマに対して各政党がどのように考え
ているかを協働で整理・分析し，その後，整理・
分析した内容を，もとのグループに戻って自分の
言葉で他のメンバーに伝える，というグループ活
動の意図を理解させる。 

◇政策の座標軸はグループで考えて設定させること
とするが，難しい場合には，事前に教員が示して
おいてもよい。 

 
 
 
◇優先したいテーマを決定する際には，判断の根拠
を明らかにして考えさせる。 

◇現実の具体的な政治的事象については，種々の見
解があり，一つの見解が絶対的に正しく，他のも
のは誤りであると断定することはできない。その
ため，自分の意見を持ちながら，異なる意見や対
立する意見を理解し，議論を交わすことを通して，
自分の意見を批判的に検討し，吟味していくこと
が重要であることに留意する。 

 
 
 
 
 
 
 
◇意見や信念及び利害の対立状況から，対話を通じ
て相反する意見や利害を調整し，共存の可能性を
見いだす働きをもつ「議会」の存在に気付かせる。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・複数のテーマを
総合的に考察
し，最も優先す
べきテーマにつ
いて，具体的な
判断基準をもと
に評価しようと
している。 
〔思考・判断・表現〕 
（ワークシート） 

 

生徒のまとめ例  
グループ活動を通じて，まとめサイト等を手掛かりにしながら重要テーマについての考え方を理解し，それらを吟味して自

分なりの考えを持つことの大切さはよく分かった。しかし，すべてのテーマに対して自分の意見を持つことは簡単でないと感
じた。また，重要テーマに優先順位を付けるためには，実現による便益，実現のための費用とその財源など，具体的な基準を
もって判断していくことが必要だが，何を判断基準とするかは立場によって異なるため，優先順位の決定には議論が大切だ。 

私たちは有権者としてどのように政策を理解し，自分なりの考えを形成していけばよいだろうか。 

公民科（政治・経済）の事例 

新聞社等が作成する
各党の政策が記載さ
れた選挙関連のサイ
ト（いわゆる「まとめ
サイト」）は，一般的
には選挙運動のため
に使用する文書図画
には当たらないと考
えられる。そのため，
教員が生徒に対し，
「まとめサイト」を印
刷し配布することは
直ちに規制されるも
のではないことから，
このような取り扱い
をすることも考えら
れる。 

指導に当たっては，一
つの結論を出すより
も結論に至るまでの
冷静で理性的な議論
の過程が重要である
ことを生徒に理解せ
せることが重要であ
る。 
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（７） 教材・資料等 

 〇政党政治と選挙制度 

１．有権者に必要な力とは何でしょうか。 

 

２．過去の国政選挙における「まとめサイト」を見て，具体的に調べてみたいテーマを１つあげてみよう。 

 

３．自分の担当するテーマに対する各政党の政策の特徴をまとめよう。 

担当テーマ Ａ党 Ｂ党 Ｃ党 Ｄ党 

 

    

Ｅ党 Ｆ党 ・・・・ ・・・・ 

    

４．他のテーマについての報告・気付き 

テーマ（      ） テーマ（      ） テーマ（      ） テーマ（      ） 

    

 

５．協議したテーマの中で，最も優先したいテーマは？ その理由は？ 

グループ協議で出た意見 個人思考 

 優先したいテーマ  

理由 

 

 

○本事例のポイント 

 生徒自らが「まとめサイト」の資料を分野別に比較して分類し，優先順位を付けて政策

について考察していきます。現実の政治課題について多面的・多角的に考え，判断する力

を養うことを目指した事例と言えます。 

○更に発展させるために・・・ 

 生徒たちは，様々な政策を調整する討議を重ねることにより，実社会の問題を解決する

ためには相反する利益等を調整しなければならないことに気付いていきます。この授業を

機に，制度や仕組みが作られる過程には，相反する利益等の調整が行われたことを理解さ

せる学習に取り組ませることも考えられます。 
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１ 指導計画 

（１） 学年    第４学年 
（２） 単元名   模擬選挙 
（３） 単元の目標 地域の課題について情報を得て争点を整理・分析するとともに，私たちの代表を模擬的に選ぶと

いう活動を通じて，主権者としての政治参加の在り方を考えることができる。 
（４） 単元指導計画（全５時間） 

時 主な学習活動 

１ 選挙の仕組みについて関心を持ち，実際の選挙の流れや投票方法等について理解する。 

２・３ 地域課題の見付け方について学習し，諸資料を活用してＸ市における課題を明らかにする。 

４ 架空の市長選挙において，政見放送をもとに候補者の政策を多角的に考察し，投票する。【本時】 

５ 
開票結果と自分の投票行動の比較を通じて，投票における判断基準の立て方や一票を投じる意味，公正な選挙

が行われるための工夫などについて理解を深める。 

（５） 本時の目標  架空の市長選挙において，自分なりの投票基準を設けて候補者の政策を吟味するとともに，一票
を投じるまでの過程を振り返ることで，投票の意義や公正な選挙を支えるしくみを考えることが
できる。 

（６） 学習の流れ（４時間目/全５時間） 

学習活動 指導上の留意事項（◇） 
評価規準〔観点〕 
（評価方法） 

導入 前時の学習内容の確認とめあての提示。 
・前時までの地域課題の分析を踏まえて，本時は模擬選挙を行う
ことを予告する。 

 
 
 

展開１【個人】政見放送を視聴して両候補の政策の特徴をまとめる。 
・２名の候補（教員）の政見放送（ビデオ映像）を見ながら，そ
れぞれの主張をワークシートにメモする。 

  （Ａ候補：小さな政府を志向，Ｂ候補：大きな政府を志向） 
 

展開２【個人】両候補の分野ごとの政策を吟味し優先順位を付ける。 
 ・「ぜひ実現してほしい政策」「実現に疑問を感じる政策」をそれ

ぞれ２つずつ選び，さらに２つの「ぜひ実現してほしい政策」
に優先順位を付け，その順序にした理由を書く。 

 
展開３【グループ】優先順位を付けた２つの「ぜひ実現してほしい

政策」について意見交換する。 
 ・自分はなぜその順序にしたのか，その理由を丁寧に説明する。 
 ・他者の順序付けの理由を聞き取り，自分の理由と比較する。 
 
展開４【個人】他者と自分の順位付けの比較を踏まえて，自分が投

票しようと思う候補者を決定し，その理由をまとめる。 
 
 
展開５ 教室前に設置した「投票所」で投票を行う。 
 ・投票所に行くときに持参するものや投票所での手順などについ 

て，副教材で確認する。 
 ・投票後，実際の選挙と同様に投票してみて感じたことや投票の

過程で疑問に思ったことなどをワークシートに記入する。 
 
 
 
 
 
 
まとめ 本時を振り返り，次時につなげる。 
 ・今回の模擬選挙を通じて発せられた生徒の問いをいくつか紹介

し，次時に，その問いに対する答えを考察していく。 

◇今回の模擬投票の目的は，投票までの一連の過程
を体験するだけでなく，投票後に感じたことをも
とにさらに深く考えていくことにあると伝える。 

 
 
 
◇メモを取るのが遅かったり，用語の意味が分からなか
ったりする生徒もいるので，政見放送後に両候補の主
張をまとめた表をスクリーンで示す。（公平性を担保す
るため教師は候補者や政策についてコメントしない。） 

 
◇両候補の政策をもとに，投票における判断基準を自
分なりに立てさせる。とりわけ，自分にとっての優先
政策の順序を考えさせ，その理由を書かせることで，
自分が最も重視する政策を明確にさせる。 

 
◇自分の順序付けの根拠を明確にして述べるととも
に，他者の順序付けがどのような根拠に基づいて
いるかに留意させる。さらに自分と他者の根拠を
比べ，どちらがより説得力があるかを吟味させる。 

 
◇これまでの議論を踏まえ熟考させる。なお，実際
の投票では候補者の政策に加え人柄や経歴，政党
等との関係も判断材料となることを補足する。 

 
◇実際の選挙で使用されている記載台・投票箱や投
票用紙を再現した用紙を用いて，実際の投票と同
様の体験をさせることで，将来の投票に対する心
理的な障壁を低減させる。 

 
◇振り返りの場面を投票直後（開票前）に設けるこ
とで，「一連の過程」を振り返らせる。 

 
 
 
 
 
◇状況に応じて，投票後に，生徒の感想や疑問点を
集約して，そこから次時の学習活動につなげるな
どの工夫を行う。 

 

 

 

 

 
 
・現実の社会におい
ては様々な立場や
考え方や争点があ
ることを踏まえ，
社会の抱える諸問
題について公正に
判断している。 

〔思考・判断・表現〕
（ワークシート） 

 
 
 
 
 
     

 

生徒のまとめ例  
○自分は，財政ではＡ候補，教育ではＢ候補の政策がよいと考えた。どちらも大事な政策であり，最後まで悩んだ。 
○なぜ，投票所の係員は，最初の投票者に箱の中をわざわざ見せたのか疑問に思った。 
○自分が 1票を託した候補が当選しなかったら，自分が投票のために費やした時間や労力が無駄になると思った。 
 
 

架空のＸ市長選挙において，候補者の政策を様々な角度から考察し，一票を投じるまでの過程を体験してみよう。 

 

。 

学校設定科目（時事問題）の事例 

開票結果が出た後
の振り返りでは，自
らの投票が当選に
結び付いたかどう
かに関心が向かう
ことを踏まえ，投票
直後のタイミング
で「一連の過程」を
振り返らせること
が大切である。 

20



（７） 教材・資料等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○本事例のポイント 

 政見放送をもとに候補者の政策を理解させたり，複数の政策課題に順位付けさせたりする

ことで有権者に必要な「政策を吟味する力」を養う学習活動を取り入れた好事例と言えます。 

○更に発展させるために・・・ 

 模擬投票は，生徒の政治的教養を育むための有効な手段ですが，公民科の授業で行う場合

とＬＨＲ等で行う場合とでは，目標は異なります。公民科の授業においては，「投票を体験さ

せる」だけでなく，投票前後で考えたことを比較させるなど，「投票の体験をもとに，さらに

深く考えさせる」取組が求められます。 

架空の市長選挙候補者の政策を分析評価しよう 

１ Ａ候補とＢ候補の政見放送を見て，それぞれが主張している内容を次の表にまとめてみよう。 

 A候補 B候補 

経 歴   

基本理念   

財政     

社会保障     

教育     

公共事業     

防災     

観光     

２ 両候補の政策を吟味し，「ぜひ実現してほしい政策（○）」と「実現に疑問を感じる政策（×）」 

を，２つずつ選び，上の表の網掛け欄に○×を記入してみよう。 

３ 自分が選んだ「ぜひ実現してほしい政策（○）」に優先順位をつけてその理由を書いてみよう。 

優先順位 ぜひ実現してほしい政策（○） 順位付けの理由 

１位 （  ）候補の【      】  

 ２位 （  ）候補の【      】 

４ ３の内容について，グループ内で意見交換した内容をまとめ，自分の順位付けと比較して感

じたことをまとめてみよう。 

さん １位：（  ）候補の【    】，２位：（  ）候補の【    】 

さん １位：（  ）候補の【    】，２位：（  ）候補の【    】 

さん １位：（  ）候補の【    】，２位：（  ）候補の【    】 

 ＜自分の順位付けと比較して感じたこと＞ 

 

５ １～４の内容を踏まえ，最終的にどちらの候補者に投票したいと思いますか。その理由とと

もに書いてみよう。 

候補者名 理    由 

  

６ 投票してみて感じたことや，投票の過程で疑問に思ったことをあげてみよう。今日の授業を

受けてみて，新たに疑問に思ったことを書いてみよう。 
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１ 指導計画 

（１） 学年学年学年第３学年 
（２） 単元名単元名請願書をつくってみよう 
（３） 単元の目標の請願内容について，公益性や緊急性，重要性に留意してグループで考えさせることにより本質 

的な課題を見いだし，多面的・多角的に考察し，自分なりの考えを形成していくことができる。 
（４） 単元指導計画（全３時間） 

時 主な学習活動 

１ １年間の学習内容について振り返り，身近な地域（市）の課題を整理する。 

２ 市議会に対する請願書を模擬的に作成し，政治参加について振り返りを行う。【本時】 

３ 選挙管理委員会からの講師による講演を聴き，選挙のルールについて理解を深める。  

 
（５） 本時の目標 自分たちの要望を政治に反映する手段として請願があることを理解し，模擬請願を実践すること

で，地域の課題を見いだし，多面的・多角的に考察し，自分なりの考えを形成することができる。 
（６） 学習の流れ（２時間目/全３時間） 

学習活動 指導上の留意事項（◇） 
評価規準〔観点〕 
（評価方法） 

導入  
・請願の目的と手続きについて理解する。 

   「政治参加の方法にはどんな方法があるだろう」 
   「私たちの市にはどのような課題があるだろう」 
・第 1時の授業で調べた身近な地域（市）の実情や家の人に聞い
たことなどの要望を請願するには，どうすればよいか考える。 

 
 

 
展開１ グループ活動①「地域の要望を集めよう」 
 
 
・５～６人の班を編成する。 
・家の人から聞いた市議会への要望を付箋に書き出させる。 
・「○○市議会だより」に掲載された請願から読み取れることを

付箋に書き出す。 
 
 
 
展開２ グループ活動②「優先順位を考えよう」 
① 要望の共通性を考え，似たものは１枚にまとめさせる。 
② 付箋に書き出した要望が公益（みんなの願い）に基づくもので

あるか，討議する。 
③ 地方財政には限りがあることを認識し，付箋に書き出した要望

を，公益性や緊急性，重要性に留意して優先順位を付ける。 
 
展開３ 個人活動「請願書をまとめよう」 
  一番大切だと思う要望を一つ選んで，テキスト 75㌻に請願書を
書き上げる。 

 
 
 
 
 
 
 
まとめ ペアで互いの請願書を読み，評価し合うことで，請願

をする上で必要なことについて振り返る。 

◇投票以外の政治参加の方法として請願があること
に気付かせる。 

◇「○○市議会だより」をもとに手続を整理させる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◇家庭での取材結果を話し合わせ，一項目一枚で簡
潔に付箋にまとめさせる。生徒から市へ要望があ
れば付け加える。 

 
 
 
 
 
◇個人の個別・具体的な要望だけでなく社会全体の
利益（公益）について考えさせたり，財源に限り
があることに留意させたりして優先順位を付けさ
せる。 

◇付箋をワークシートに貼らせる。 
◇班ごとに優先順位１位にした要望を発表し，１位
にした理由を説明する。 

 
◇例えば，市役所 HP にある「市政への提案箱」「パ
ブリックコメント」を通して市に要望することが
できることを紹介する。 

 
 
 
 
 
 

◇自分たちの要望を政治に反映させる際には，公益
にかなうか，財源は確保できるかなど，実現可能
な形でまとめていく必要があることを確認する。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
協議の中から見い
だされた結論を基
に，自分の考えを
適切にまとめてい
る。 
〔思考・判断・表
現〕 
（ワークシート） 

生徒のまとめの例  
災害に強い町にするために避難所を指定することが大切だが，避難生活に必要な物資の整備が問題となる。また，災害対策

の予算が限られているので，必要最低限の物に絞ることや，周辺地域からスムーズに物資が補給できる体制をつくることが必
要となる。高校生として，自分たちが非常時にどのような行動ができるのかをシミュレーションすることも考えなければなら
ない。 

自分たちの最も重要な願いを，どのようにしたら政治に反映させることができるだろう。 

 

。 

例 災害時の避難所が各地に指定されているが，
避難後に必要な物資（毛布・水など）が準備され

ていない。物資の準備もしてほしい。 

学校設定科目の事例 

・何のため・・市政に対する意見や要望を実現するため。 
・どこに・・・市議会 
・どのように・書式例にしたがって作成し，紹介議員の署名を添える。 
・どう扱われるのか・・議会で請願の実情を調査するなどして慎重に審議

し，採択・不採択を決定する。採択した請願は試行期間に
送付するなどして実現に努める。 

優先順位を考える
際の視点として，公
益性，緊急性などが
示されています。他
には効率性や有効
性などを視点とす
ることができます。 
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（７） 教材・資料等 

分野 最優先！！ 優先！ 後回しでもよい 

教
育 

   

福
祉 

 

 

  

ご
み
・
環
境 

 

 

 

  

交
通 

   

街
づ
く
り 

 

 

 

  

そ
の
他 

 

 

  

 

【授業の様子】（尾道商業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

○本事例のポイント 

地域の文化・歴史・産業等について学習

する学校設定科目において，模擬請願に取

り組んでいます。グループで考えた要望に

ついて，公益にかなうかどうか，財源の配

慮ができているか等の視点を設けて優先

順位を付けさせることで，地域の課題を多

面的・多角的に考察させています。 

 

○更に発展させるために・・・ 

公益性，緊急性，重要性などの視点を設

けて整理すると，相反する利益を調整しや

すくなります。今後は，生徒自身が主体的

に考えを深めたり的確な判断したりする

ことができるように，自分たちの考えを吟

味する視点を見いだせるような工夫をす

ることが大切です。 

 

検討の手順 

① 冊子「私たちが拓く日本の未来」を配付する。 

② 黒板掲示用のワークシートを作成する。 

③ 各生徒に請願内容を簡潔に付箋に書かせる。 

④ 請願する優先順位を相談させながら，ワークシートに付箋を貼らせる。 

⑤ ワークシートをもとに討議を行う。 
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１ 指導計画 

（１） 学年    第２学年 
（２） 単元名   ○○学（○○は市の名称） 
（３） 単元の目標 地域課題の探究活動と海外研修旅行などの学校行事との関連を図ることで，地域の課題について

多面的・多角的に考察し，その課題の解決策を協働的に追究するとともに，公共的な事柄に自ら
参画することができる。 

（４） 単元指導計画（全 14 時間） 

時 主な学習活動 

１～２ 市の広報誌や総合計画などを手掛かりに，市の魅力や抱える課題について情報を収集する。 

３～６ 収集した情報を整理・分析して，自分たちが見いだした課題を解決するための方策を構想する。 

７～８ 構想した解決策を資料にまとめ，市の職員に提言する。（中間報告会）【本時】 

９～10 
海外研修旅行において，姉妹校の生徒とそれぞれの地域の特色についての意見を交換したり，フィールドワ

ークを行ったりし，自分たちの市と比較する。 

11～14 
中間報告会での指摘や海外研修旅行で学んだ内容を踏まえて，さらに必要な情報を収集したり，整理・分析

したりして，市への最終提言を練り上げる。 

（５） 本時の目標   ①市の職員に対し，構想した解決策を根拠や理由を明確にして提言できる。 

②代表生徒の提言や市職員の助言を踏まえ，市のあるべき姿について，考察した過程を振り返 

りながら自分の言葉で表現できる。 
（６） 学習の流れ（８時間目/全 14 時間） 

学習活動 指導上の留意事項（◇） 
評価規準〔観点〕 
（評価方法） 

導入 本時のねらいを確認し，今後の学習の見通しを持つ。 
①今日まで構想してきた市の課題についての解決策を，根
拠をもって提言する。 

②行政担当者からの講評を手掛かりに，より実現可能性の
高い解決策を 12 月に最終提言できるよう，課題を再設定
するヒントをつかむ。 

 
 
展開１ 各クラスの代表が提言を行う。(以下は例) 
１組 私たちの市に若者が「将来住みたい」と思えるために 
２組 市の特産品のブランド化計画 
３組 歴史ある都市としての観光について 
４組 Spread New ○○市名 Sakusen 
５組 市の農業の発展 
６組 私たちの市の財産を生かして 

展開２ 市の職員からの講評を聞く。 
・副市長，総務部長，企画財政課長，企画財政課職員などの 
市職員から各クラスの提言について講評を得る。 

 
展開３「私たちの市のあるべき姿」について考える。 
 ・本日の発表内容や提言だけでなく，ワークシートに記した自分

のコメントを振り返ることで，これまで考えたことを整理しな
がら「私たちの市のあるべき姿」について考える。 

 
 
  
 
 

 

まとめ  

・今回の学習を振り返らせ，今後の学習の「見通し」を示す。 

◇本日の「中間報告会」の２つの目的を確認させる。 
 
 
 
 
 
 
 
◇各クラスの発表が根拠を明確にして主張している
かどうか，評価用のワークシートを使って適切に
評価する。 

◇「どうすれば伝わりやすい発表になるのか」を視
点として，共通するプレゼンテーションのスキル
を考えさせる。 

 
◇12 月の最終提言に向けて，さらに考察を深めてほ
しい部分と，新たに目を向けてもらいたい部分の
２点に絞って講評していただくよう，事前に依頼
しておく。 

 
◇ワークシートに，「私たちの市はどのような町であ
ると良いと思うか」，「学習前と学習後で考えは変
わったか」という欄を設け，生徒が自分自身の思
考の深まりを感じられるように工夫する。 

 
 
 
 
 
 
 
◇２学期の海外研修旅行においても，姉妹校の生徒
とそれぞれのクラスのテーマについて意見交換す
ることや，フィールドワークをすることを伝え，
課題の再設定を促す。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・代表生徒の提言
や市職員の助言
を踏まえて多面
的・多角的に考
察し，さらに追
究していくべき
課題を具体的に
見いだそうとし
ている。 

〔思考・判断・表
現〕 

（ワークシート） 

 

生徒のまとめ例  

 学習前は「活気が必要」という大きな捉えしかできていなかったが，学習を通して，活気を生み出す

には，市民に愛されるまちづくりをすることが必要だと分かった。今あるものを大切にしながら，市民

がこのまちに住みたいと思えるまちづくりを進めるために，自分たち高校生に何ができるのか，もっと

真剣に考えてみたいと思った。 

代表生徒の提言や市職員の助言を踏まえ，「私たちの市のあるべき姿」について，より具体的に考えてみよう。 

 

。 

総合的な学習の時間の事例 

１単元用として作
成した 1 枚のワー
クシートに，授業
前・中・後の学習履
歴を生徒に継続的
に記録させていく
ことで，生徒は，単
元全体の学びのプ
ロセスを把握し，自
らの学びを評価す
ることができる。 
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（７） 教材・資料等 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

○本事例のポイント 

 この取組では，中間発表会後課題の再設定を行い，姉妹校生徒との意見交換や現地での

フィールドワークにより獲得した知見をもとに２度目の提言の場が設定されるなど，探究

の過程が発展的に繰り返されています。 また，ワークシートを工夫することで，生徒は自

らの思考の深まりをメタ認知できるようになっています。 

○更に発展させるために・・・ 

 現実の地域課題の解決に向けては，正解は一つに定まらないことが多いものです。こう

した課題の解決には，根拠に基づいた自らの主張を述べることが大切です。その上で自分

と他者の主張を比較し，それぞれの根拠の違いを読み取った上で，他者との合意を形成す

るなどの具体的な機会を設定して，協働的に追究し解決する力を育む必要があります。 
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１ 指導計画 

（１） 学年    全学年 
（２） 活動名   政治的教養の教育 
（３） 活動の目標 生徒会の選挙管理委員会による研修を通じて，選挙におけるルールや高校生の政治的活動等 

の留意点を理解するとともに，主権者としての在り方を考えることができる。 
（４） 事前・事後指導を含めた指導計画 

事前

指導 

選挙管理委員会の生徒が研修の実施計画と役割分担表を作成できるよう，必要な支援を行う。 

選挙管理委員会の生徒が研修で配付する資料や台本を作成できるよう，必要な支援を行う。 

選挙管理委員会の生徒による事前学習会が円滑に進むよう，必要な支援を行う。 

研修 選挙管理委員会の生徒が講師役となって研修を実施できるよう，必要な支援を行う。【本時】 

事後

指導 

全体研修を踏まえ，今後実施する生徒会役員選挙やその後に予定されている国政選挙に対し

て，自分自身がどのように臨むべきかについて考えを深める。 

（５） 学習の流れ（１時間） 

学習活動 指導上の留意事項（◇） 
評価規準〔観点〕 
（評価方法） 

導入 全校研修の目的を確認する。 
・進行役の生徒が，「今日は，生徒全員で目前に迫った選挙につ
いて考えたいと思います。」と呼びかけ，めあてを示す。 

 
 
 
 

展開１ 選挙運動におけるＱ＆Ａ（６問） 
・例えば，「インターネットで候補者のＨＰを調べその政策に共感 
したので Twitterでつぶやいた。」という問いかけをする。 

・進行役の生徒が投げかける問いに対して，○か×かを考える。 
その際，なぜそれを選んだのかという理由も書く。 
・進行役の生徒は，一般の生徒や回答役の生徒（選挙管理委員） 
を指名し，回答を引き出す。 

・回答役の生徒（選挙管理委員）は，単に正答を答えるのではな 
く，事前学習会で学んだ多くの高校生が陥りやすい誤りを踏ま 
えて，なぜいけないのかという理由が意識できるよう回答する。 

・進行役の生徒は，生徒の回答後，正解と解説を発表する。 
展開２ 投票に関するＱ＆Ａ（３問） 
・例えば，「けがをして入院中です。投票に行けません。どうした 
らいいですか。」という問いかけをする。 

・展開１と同様に，進行役の生徒が投げかける問いに対して，全
校生徒が○か×かを考え，その理由も書く。 

展開３ 生徒個人によるまとめ 
 ・全校研修を振り返り，考えたことや感じたことをワークシート 

に記す。 
 

 
 
 
 
 

まとめ ～選挙管理委員会から～ 

・代表生徒が全校生徒に対し，「地域や社会の未来を良くして

行くためには，私たち一人一人が，いろいろな立場の意見

を聴き比べ，自分自身の考えを持ち，自信を持って一票を

投じることが大切ではないか」という思いを投げかける。 

◇18歳選挙に向けた啓発研修を生徒会活動として実
施することで，投票と選挙活動に対する正しい知
識の定着を図るとともに，生徒の主体的な活動の
機会とすることを，進行役の呼びかけにより確認
させる。 

 
 
◇ワークシートのクイズ項目は，選挙管理委員会の
生徒（３年）が，副教材の「投票と選挙運動等に
ついての Q＆A」から，話し合いを重ね本校生徒に
ふさわしいものを選択させる。 

 
◇解説を含めた進行シナリオは，進行を担当する選
挙管理委員に作成させ，本研修担当の教員のアド
バイスを受けて完成させる。 

◇進行のための提示資料とワークシートは，市選挙
管理委員会の助言を踏まえて校内の選挙管理委員
に作成させ，本研修担当の教員のアドバイスを受
けて完成させる。内容については，地理歴史，公
民科の教員が確認する。 

 
 
 
 
 

◇今日の研修により分かったことだけでなく，この
研修により新たに感じた疑問などを，積極的にワ
ークシートに記入させる。 

 
 
 
 
 
 
 
◇体育館入口に，実際の選挙で使用されている記載
台・投票箱を展示することで，国政選挙や地方選
挙に向けての意識を高め，主権者としての実感を
持たせる。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・選挙運動や投票
行動に着目する
とともに，望ま
しい政治参加の
在り方について
考察しようとし
ている。 

〔関心・意欲・態
度〕（ワークシー
ト） 

 

生徒のまとめ例  
○ 今まで選挙について分からないことが多かったが，自分で調べて発表することで理解が深まった。 
○ 選挙に関するＳＮＳ（会員制交流サイト）の使い方などがためになった。ぜひ国政選挙の投票に行
きたい。 

○ 国政選挙では，候補者のことをよく調べて投票に行きたい。 

１８歳選挙がやってくる！ 選挙運動って？ 選挙って？ どうしたらいいんだろう！？ 

 

。 

特別活動（ホームルーム活動）の事例 

 

生徒が作成し

た資料を市選
挙管理委員会
に送付して，

資料確認と研
修の進め方に
ついて指導助

言を得る。 

研修終了後，教
師が生徒のま
とめを集約し
て，他の生徒の
意見に触れる
機会を設ける。
そのことで，生
徒は，自分の考
えを深め，新た
な視点を得る
ことができる。 
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（６） 教材・資料等 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○本事例のポイント 

 全校生徒を対象とした研修を，教員の支援や市選管職員の助言を得ながら，選挙管理委

員会の生徒が主体的に進めることで，研修を行う側の生徒も研修を受けた側の生徒もお互

いに学びを深め，「主権者としての自覚」を高めることができる好事例と言えます。 

○更に発展させるために・・・ 

 今回のＬＨＲで育まれた「主権者としての自覚」が，各教科や総合的な学習の時間の内

容と関連付けられることによって，生徒の政治的教養がより一層高まることが期待されま

す。そのためには，各教科等の内容を関連付け，可視化することができる年間指導計画の

充実が重要です。 

18歳選挙がやってくる！ 選挙運動って？ 投票って？ どうしたらいいんだろう！？ 

問１ 「選挙運動」について，次の(1)～(6)の行動は，「○問題ない！」ですか？「×選挙法違反！」ですか？その理由も

考えて記入しよう。 

（１）選挙が始まり，ある候補者への投票を呼びかけるチラシを家々のポストに入れるアルバイトをしようと思います。 

  

（２）インターネットで候補者の HP を調べ，その政策に共感したので，Twitter でつぶやきました。 

  

（３）インターネットで候補者の HP を調べ，その政策に共感したので，友人にメールで発信しました。 

  

（４）友人から「ジュースをおごるから，次の選挙で○○候補者に投票してくれ。」と言われました。 

  

（５）実際の選挙に合わせて授業で「模擬投票」に取り組みました。その結果を他校の知り合いに教えたくて，Twitter を

利用しました。 

  

（６）政治活動に取り組む知り合いから「部活動の名簿，友人の連絡先リストが欲しい」と頼まれました。 

  

 

問２ 「投票」について，次の(7)～(9)は，「○大丈夫，投票できる！」ですか？「×残念，投票できない！」ですか？そ

の理由も考えて記入しよう。 

（７）投票日の日曜日は，部活動の試合があり投票に行けません。どうしたらいいですか。 

  

（８）けがをして入院中です。投票に行けません。どうしたらいいですか。 

  

（９）家に届いた「投票所入場（整理）券」をなくしてしまいました。どうしたらいいですか。 

  

 

問３ 今日の学習を通して，考えたことを記入しよう。 
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１ 指導計画 

（１） 学年    高等部第３学年 
（２） 単元名   私たちの暮らしと選挙 
（３） 単元の目標 選挙や税金について学び，模擬選挙等を行うことを通して，日々の生活の中に課題を見いだし，

自分たちの暮らしをよりよくするための具体的な方法を考えることができる。 
（４） 単元指導計画（全３時間） 

時 主な学習活動 

１ 
「私たちが拓く日本の未来」（副教材）を活用し，法律や政治の仕組みについて知り，分かったことや疑問に思

ったことを複数発表する。 

２ 
架空の選挙公報を読んだり，選挙演説のビデオを視聴したりしたうえで，模擬選挙を行い，投票のきまりや方法，

選挙の意義等を理解し，投票の在り方について考える。【本時】 

３ 税金について学習し，予算の活用方法を具体的に考えることを通して，納税者としての意識を高める。 

（５） 本時の目標 ①選挙公報や選挙演説ビデオから投票する理由を考え，その理由を説明することができる。 

②選挙の意義，仕組みを理解することができる。 
（６） 学習の流れ（２時間目/全３時間） 

学習活動 指導上の留意事項（◇） 
評価規準〔観点〕 
（評価方法） 

導入 課題意識を持つ。 
・「私たちの住む町にあったらいいな」
と思う施設・制度等について，例示を
もとに考える。 

 
 
・めあての確認をする。 
 
 
 
展開１ 模擬市長選挙の演説ビデオを視 
   聴し，投票する候補者を考える。 
 
 
 
 
展開２ 投票所を実際に確認するととも

に，資料を見ながら，投票の流れ
を確認する。 

 
 
 
展開３ 投票方法を守り，順番に投票す

る。 
 
 
 
 
まとめ 開票結果を聞いた感想や卒業後

の選挙について意見を出し合う。 

 

◇校外学習（市役所見学，市議会見学）を振り返り，運動
公園設置，医療費軽減，福祉サービス充実など，卒業後
に深くかかわるものを想起させ，具体的なイメージを持
たせる。 

◇政策や制度は選挙で当選した議員が議会で話し合いなが
ら決めていることを確認し，私たちの暮らしと選挙が密
接にかかわっていることを押さえる。 

 
 
 
◇生徒が集中しやすいよう，教員扮する候補者の演説ビデ
オを視聴させる。 

◇演説内容の概要を，生徒の理解に合わせた言葉やイラス
トを用いて示した選挙公報を使用し，投票する候補者を
考える参考にさせる。 

 
◇市選挙管理委員会の協力を得て，実際の投票所に近い環
境を作るとともに，実際の動きを１つ１つ確認させる。
また模擬選挙の流れを示した資料も確認させる。 

◇投票の秘密保持について，尋ねられた際の対応など実際
に体験させながら理解させる。 

 
◇投票方法を守ることができているか見守り，守ることが
できていない場合は，指さし等で気付かせるようにする。 

◇投票用紙は，生徒の理解に合わせて，候補者の氏名を記
入する用紙と，候補者の顔写真にマルをしたり，シール
を貼ったりすることができる用紙を用意する。 

 
◇発表の話型を板書したり，振り返るためのワークシート
を生徒の理解に合わせて活用させたりする。 

 
 
 
 
 
 
◇自ら考え，判断して説明できたことを賞賛し，自信がも
てるようにする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・演説内容を理解し
た上で投票したこ
とについてどのよ
うな感想や意見を
もったかを説明で
きる。〔思考・判
断・表現〕（発言） 

 

生徒のまとめ例  
投票は緊張しました。今日は，私が投票した人が選挙に当選しなかったのは残念ですが，実際の

選挙があるときには，福祉サービスがもっとたくさん利用できたり，無料でバスに乗ることができ
たりするなど，今より住みやすい町にしてくれる人に投票したいです。 

私たちが住む○○市をもっと住みやすくすることのできる候補者は誰だろうか。 

特別支援学校における特別活動（ホームルーム活動）の事例 

★具体的なイメージを
もちやすいよう，実際
の経験と関連付ける。 

★＝障害特性に応じた指導の工夫 

★集中しやすいよう，
知った教員が登場した
り，ビデオを視聴したり
する。 

★個々の実態に応じ
て話の内容を言い換
えたり，イラストを活用
したりする。 

★話型やワークシート
を活用して意見等を
言うことができる。 

★動き等を１つずつ丁
寧に伝える。また，困
った際に自ら振り返る
ことができるよう資料
配付する。 

★学校の取組や生徒の様子を保
護者に伝えるなど，家庭等と連携
して取組を進める。 
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（７） 教材・資料等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

○本事例のポイント 

 選挙公報や複数の投票用紙を用意して適宜活用させたり，選挙管理委員会と連携して実際

の投票と近い環境を設定したりするなど，障害特性に応じて，自分で判断して模擬投票でき

るように工夫された好事例と言えます。 

○更に発展させるために・・・ 

 模擬投票することで，自分の意見が町づくりや福祉サービス等に反映されることに気付い

た生徒も多くいたようです。本授業を，生徒会選挙や実際の選挙等につなげていくためにも，

他者の意見をしっかり聞いて自分の考えをもち，その理由を説明させる学習活動をいろいろ

な教科等で取り入れていくことが大切です。 

 

★番号をつけて順番を明確化する。 
★生徒の立場から簡潔な表現で示す。 
★図を入れる。 
★注意事項も予め記載する。 
★必要に応じて振り仮名をつける。 

★注目しやすいように写真を入れる。 
★選択しやすい党の名称を使用する。 
★バス無料など，関心を持ちやすい主張を示す。 
★ビデオ視聴に配付し，内容の理解を深める。 

 

○ 
○ 
○ 

○ 
○ 
 

○ 
○ 
 

○ 
○ 
 

○ 
○ 
 

○ 
○ 
 

○ 
○ 
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政治的教養の教育を学校全体の取組にするためには，どのようなことが考えられるだろうか。こ

の疑問に対して，御調高等学校は，総合的な学習の時間を中心とした取組を行っている。 

御調高等学校では，各教科，総合的な学習の時間，地域での実践の３つを柱として，物事をグロ

ーバルな視野から自分自身の問題として捉え，主体的に生きようとする生徒を育成している。生徒

は，御調地域の持続可能性を意識して，地域の持つ課題の解決に向けて主体的に判断する取組を継

続的に行っており，この取組と連動させて，政治的教養の教育を行っている。 

具体的には，総合的な学習の時間で考えてきた地域活性化プランを活用し，「御調活性化を目指し

て，御調わくわく町づくり実行委員長を選出しよう」というテーマで，３人の教員が候補者となり，

演説を行う。生徒は，グループに分かれ，演説内容等の疑問点等を協議する。次に候補者役である

教員に対して，質疑応答を行う。その後，選挙管理委員会職員の立会いで，実際の投票箱等を使っ

て，模擬投票を行うことで，臨場感のある意思決定を行っている。その後さらに意思決定を踏まえ

た協議，振り返りを行っている。 

地域活性化をテーマとした総合的な学習の時間の学びに，政治的教養の教育を連動させることで，

多くの教員が指導に関わりやすくなる。また，選挙管理委員会等の関係機関との連携も一体的に行

うことで，有権者となることの責任や，政治や選挙への参画についての意識を高める一助となって

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①目標の共有 
授業や総合的な学習の時間で培ってき
た議論する力を活用して投票について
学ぶことを伝える。 

 

④模擬投票 

⑥市選管職員による開票・解説 
一連の取組の中で行われた意思決定
や討議について振り返る。 

活発な質疑応答が行
われているね。 

③立会演説会 
候補者役の教員が地域活性化のため
の演説を行い，争点を明確にする。 

②協議Ⅰ 
地域を活性化させるために何が
問題なのか話し合う。 

⑤協議Ⅱ 
地域を活性化させるために有権者と
してできることについて話し合う。 

 ①目標の共有 
授業や総合的な学習の時間で培ってき
た議論する力を活用して投票について
学ぶことを伝える。 

 

④模擬投票 

総合的な学習の時間の学びを活かした取組 
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次のＱ＆Ａは，教務主任研修等で県立学校から寄せられた質問のうち，特に問い合わせ

の多かった質問とその回答を掲載しています。 

 

Ｑ１ 政治的教養を育む教育とは，どのような教育ですか。 

Ｑ２ 政治的に対立する見解がある現実の課題の中には，現に国会等で法律案等が審議されて 

いるような課題がありますが，そのような課題を指導で取り上げる際に留意すべき点は何 

でしょうか。 

Ｑ３ 授業中，特定の政党に関してその政策等に触れてもよいでしょうか。 

Ｑ４ 政治的教養を育む教育を行う際に，満 18歳以上の生徒と満 18歳未満の生徒がいる場合 

に，生徒の指導に当たってどのような点に配慮すべきでしょうか。 

Ｑ５ 我が校には外国籍の生徒がいますが，政治的教養を育む教育を進める上での留意点はある 

のでしょうか。 

Ｑ６ 選挙運動期間中の授業において，生徒から「先生は，今度の選挙でどの候補者に投票する 

のか」という質問がありました。どのように対応すればよいでしょうか。 

Ｑ７ 選挙運動期間中の授業において，各党の政策をまとめた冊子状の公約集を生徒に理解させ 

るために，教員がそれを要約して教材化してもよいでしょうか。 

Ｑ８ 選挙終了後，生徒に対して，誰に（どの政党に）投票したかをたずねることはできますか。 

Ｑ９ 不在者投票とは，どのような投票のことですか。 

Ｑ10 期日前投票とは，どのような投票のことですか。 

Ｑ11 ある生徒が「投票日当日や平日の放課後も部活動があるため，投票には行けません。でも投

票はしたいので期日前投票に行くつもりです。平日の午後から公欠にしてください」と申し出

ました。どのように対応すればよいのでしょうか。 

Ｑ12 生徒が公職選挙法等に違反していると考えられる場合，どのように対応すればよいでしょ 

うか。 

Ｑ13 私は 18歳です。今回の選挙で応援したい候補者がいるのでインターネットを使った活動 

をしようと思います。どのような活動ができますか。また，インターネットを使った活動を 

行う場合に注意する点があれば教えてください。 

Ｑ14 選挙運動期間中に，ある候補者への投票を呼びかけるチラシを配るアルバイトを行ってもい

いですか。 

Ｑ15 高校卒業後，引っ越して３か月経っていない場合，投票に行くことができますか。 

第Ⅳ章 Ｑ＆Ａ集 
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Ｑ１ 政治的教養を育む教育とは，どのような教育ですか。 

 

Ａ  政治的教養を育む教育は，平和で民主的な国家・社会の形成者として必要となる主体的な選択・

判断を行い，他者と協働しながら様々な課題を解決していく資質や能力を育むために行われる教育

です。その指導の中で，政治や選挙に関する知識はもとより，根拠を判断し，討論等を通じて自己

の意見を正しく表明する力，他人の意見に十分耳を傾け，これを尊重するという態度とともに異な

る意見を調整し合意を形成していく力などの資質・能力を育むことを目指しています。 

 

 

Ｑ２ 政治的に対立する見解がある現実の課題の中には，現に国会等で法律案等が審議されている 

ような課題がありますが，そのような課題を指導で取り上げる際に留意すべき点は何でしょう 

か。 

 

Ａ  政治的に対立する見解がある現実の課題を取り上げる際の留意点についてですが，現実の具体的

な政治的事象の中には，現に国会や地方議会で関連する法律案や予算案，条例案が審議されている

事柄があります。 

そのような事柄は，国民や地域住民を代表する国会等において様々な論点について議論が行われ

ており，その中で，当該政治的事象に対する多様な見解が提示されたり，新たな論点が生じたりす

る場合が考えられます。 

そのため，そのような事柄を取り扱うに当たっては，学校の政治的中立性を保ちつつ，生徒が個

人として多様な見方や考え方の中で自分の考えを深めるとともに，学級内で冷静で理性的な議論が

行われるよう留意することが求められます。 

具体的には，一つの主張に誘導することを避け，生徒の議論がより深まり，議論の争点について

その背景や多様な意見が見出せるよう，国会等において議論となっている主要な論点について，対

立する見解を複数の新聞や国会等における議事録等を用いて紹介することなどにより，偏った取扱

いとならないように留意するとともに，新たに生じた重要な論点についても取り扱うことが求めら

れます。 

 

 

Ｑ３ 授業中，特定の政党に関してその政策等に触れてもよいでしょうか。 

 

Ａ  政治的教養を育む教育に取り組むに当たってどのような情報を取り上げるかは，当該授業のねら

いやそれに基づく必要性に照らして検討することが求められますが，種々の見解を取り上げる際に，

現実に存在する政党名に触れ，その政党が主張する政策等に触れることは，指導内容によって考え

られることです。 

現実に存在する政党名に触れ，その政党が主張する政策等に触れるに当たっては，一つの政党に

ついてのみ取り上げるということは避け，授業のねらいに照らした理解が可能となるよう複数の政

党の主張を並列して紹介するなど，適切に指導を行うことが求められます。 
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Ｑ４ 政治的教養を育む教育を行う際に，満 18歳以上の生徒と満 18歳未満の生徒がいる場合に，生徒

の指導に当たってどのような点に配慮すべきでしょうか。 

 

Ａ  政治的教養を育む教育は，平和で民主的な国家・社会の形成者を育成することを目的として行わ

れるものです。その指導の中で，政治や選挙に関する知識はもとより，根拠を判断し，討論等を通

じて自己の意見を正しく表明する力，他人の意見に十分耳を傾け，これを尊重するという態度とと

もに異なる意見を調整し合意を形成していく力などの資質・能力を育むという点で，満 18 歳以上

の生徒と満 18歳未満の生徒を区別する必要はありません。 

   しかしながら，満 18歳以上の生徒と満 18歳未満の生徒は，選挙権の有無や公職選挙法上の選挙

運動が可能かどうかなど法律上差異があることを理解させ，満 18 歳以上の生徒が，同じ高校生と

いう理由で満 18 歳未満の生徒に同じ行動を求めることは違法となる場合があることを理解させる

必要があります。 

   特に，選挙運動期間中等に満 18歳以上と満 18歳未満の生徒が混在する第３学年等を対象とした

授業において，政策について議論させる学習を行う場合は，次の点に留意することが必要です。 

   ① たとえ教育的なねらいがあったとしても，選挙運動期間中等に満 18歳未満の生徒が満 18歳

以上の生徒に，自分が支持又は評価している特定の政党や候補者に投票するよう呼びかけたり，

支持するよう理解を求めたりする場合などには，公職選挙法上，満 18 歳未満の者によるもの

が禁止されている選挙運動となるおそれがあること。 

   ② 満 18 歳以上の生徒に対し，教員が授業において生徒にどの候補者や政党へ投票したいかを

尋ねることは，投票の秘密保持の趣旨から控える必要があること。 

   このため，満 18歳以上と満 18歳未満の生徒が混在する第３学年等において，例えば，実際の選

挙に則して模擬選挙を実施する際（過去の選挙に則する場合も含む）には，選挙運動期間中等に，

特定の候補者や政党への生徒の支持や不支持を明らかにするような学習活動を行うことは困難が

生じることが想定され，慎重な対応が求められます。 

 

 

Ｑ５ 我が校には外国籍の生徒がいますが，政治的教養を育む教育を進める上での留意点はあるのでし

ょうか。 

 

Ａ  政治的教養を育む教育は，学校教育の一環として行われるものであり，選挙権の有無や国籍の違

いにかかわらず，政治や選挙に関する知識はもとより，根拠を判断し，討論等を通じて自己の意見

を正しく表明する力，他人の意見に十分耳を傾け，これを尊重するという態度とともに異なる意見

を調整し合意を形成していく力を育む指導を行うことは重要です。 

   なお，外国籍の生徒についても，日本国籍の生徒と同様に，満 18歳未満の生徒は公職選挙法上，

選挙運動に当たる行為を行うことはできません。また，外国籍の満 18 歳以上の生徒は選挙運動に

当たる行為を行うことができますが，場合によっては，出入国管理及び難民認定法第 24 条（退去

強制）等の適用を受けることがありますので，これらの点に留意することが必要です。 
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Ｑ６ 選挙運動期間中の授業において，生徒から「先生は，今度の選挙でどの候補者に投票するのか」

という質問がありました。どのように対応すればよいでしょうか。 

 

Ａ  教員が特定の見解を自分の考えとして述べることについては，教員の認識が生徒に大きな影響を

与える立場にあることから，避けることが必要です。 

さらに，生徒から教員の主義主張を尋ねるような質問がある場合には，慎重に対応し，必要に応

じて，授業のねらいを踏まえつつ，学校における政治的教養を育む教育は，議論の下で生徒の考え

をまとめていくようなプロセスが重要であること，また，公職選挙法等の法令に基づき行われるべ

きものであることなどについて，生徒に理解させることが求められます。 

なお，選挙運動期間中等に生徒に対して指導を行うに当たっては，教育者としての地位に伴う影

響力を利用した選挙運動をすることが禁止されていることから，生徒に対して特定の政党や候補者

に対する投票行為を促したり，妨げたりすることのないよう特に留意することが必要です（公職選

挙法関連部分抜粋ｐ60参照）。 

 

 

Ｑ７ 選挙運動期間中の授業において，各党の政策をまとめた冊子状の公約集を生徒に理解させるため

に，教員がそれを要約して教材化してもよいでしょうか。 

 

Ａ  各党の政策をまとめた冊子状の公約集は，選挙運動期間中は，一定の場所でしか頒布することが

できず，高等学校の教育活動において学校が配布することは公職選挙法第 142条の２に違反するお

それがあります。そのため，公約集を学習活動で活用する際には，生徒が自ら街頭演説等の場で入

手したり，ホームページ上からダウンロードして入手したりする必要があります。 

   また，新聞社等が作成する各党の政策が記載された選挙関連のサイト（いわゆる「まとめサイト」）

は，一般的には選挙運動のために使用する文書図画には当たらないと考えられます。そのため，教

員が生徒に対し，そのようなまとめサイトを印刷し，配布することは直ちに規制されるものではな

いことから，このような取扱いをすることも考えられます。 

なお，報道機関ではなく，教員が各政党の主要な部分における主張をまとめるような場合，各政

党の主張を平等にまとめない限り，選挙運動のために使用する文書図画と認められるおそれがあり

ます。また，平等にまとめ，選挙運動用文書図画と認められない場合であっても，それをプロジェ

クター等で投影し，生徒に見せる場合には，各政党の主張を平等に扱わない限り公職選挙法第 146

条に違反するおそれがあります。 

   さらに，投影や印刷において特定の政党部分のみを目立たせるようにしたり，特定の政党を強調

しているサイトを利用したりすることは選挙運動のために使用する文書図画に当たる場合も考え

られることから，そのような行為は避ける必要があります。 

 

 

Ｑ８ 選挙終了後，生徒に対して，誰に（どの政党に）投票したかをたずねることはできますか。 

 

Ａ  できません。公職選挙法第 226条第２項では，公務員等が選挙人に，その投票しようとし又は投

票した被選挙人等の表示を求めることを禁止しています（公職選挙法関連部分抜粋ｐ61参照）。 
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Ｑ９ 不在者投票とは，どのような投票のことですか。 

 

Ａ  不在者投票とは，仕事や旅行などで，選挙期間中，選挙人名簿登録地以外の市区町村に滞在して

いる人が，滞在先の市区町村の選挙管理委員会で行う投票や，指定病院等に入院等している人など

が，その施設内で行う投票のことなどをいいます。 

また，選挙期日には満 18 歳を迎えるが，選挙期日前においては未だ満 17 歳である人は，満 18

歳になるまでは選挙権を有せず，期日前投票をすることができません。このような場合には，不在

者投票を名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において投票することができます。 

なお，名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をする場合，名簿登録地

の市区町村の選挙管理委員会に，直接又は郵便等で投票用紙など必要な書類を請求します。（各市

区町村の判断で，オンライン請求も可能となっています。）この場合，どこで投票したいかを伝え

ます。その後，交付された投票用紙などを持参して，投票する市区町村の選挙管理委員会に出向き

ます。 

詳しくは，市区町村の選挙管理委員会に確認してください。 

 

 

【選挙のマメ知識】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（選挙出前講座テキスト（高等学校編）「to the NEXT Generation! 主権者として期待されるみなさ

んへ」（広島県明るい選挙推進協議会 広島県選挙管理委員会）による。） 

 

② 仕事や進学で，住民票とは異なる市町村に滞在している人は 

① 投票日に仕事や旅行，レジャー，冠婚葬祭等のある人は 

③ 仕事や留学などで，海外に住んでいる人は 

④ 手に怪我をしてしまって字が書けない場合は 

※ 選挙で投票するためには，3ヶ月以上お住まいの市区町村の住民基本台帳に記録され

た上で，選挙人名簿に登録されることが必要です。 

  新入学，就職，転勤等でお住まいを移された場合は，市区町村へきちんと住民票の

届出をしましょう！ 
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Ｑ10 期日前投票とは，どのような投票のことですか。 

 

Ａ  期日前投票とは，選挙期日（投票日）に仕事や旅行，レジャー，冠婚葬祭等の用務がある人が，

選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までの間，各市区町村に１力所以上設けら

れる期日前投票所において，原則，午前８時 30 分から午後８時までの間に行う投票のことをいい

ます。当日投票の例外である不在者投票と異なり，期日前投票は，選挙期日の投票所における投票

と同じく確定投票（いったん投函すると投票が確定する）となるため，基本的な手続きは選挙期日

の投票所における投票箱に投函する投票と同じ方法となります。 

 

 

 

Ｑ11 ある生徒が「投票日当日や平日の放課後も部活動があるため，投票には行けません。でも投票は

したいので期日前投票に行くつもりです。平日の午後から公欠にしてください」と申し出ました。

どのように対応すればよいでしょうか。 

 

Ａ  期日前投票の制度を活用することで，期間内に投票することが適切であり，公欠を認めることは

基本的に考えられません。 

期日前投票は，選挙期日の前日までの間，原則，午前８時 30 分から午後８時までの間に行うこ

とが可能です。学校においては，生徒の自宅に届いている投票所入場（整理）券などで期日前投票

の時間や場所を生徒に確認させ，部活動休養日を活用させるなどして，生徒が平日の放課後に期日

前投票に行くことができるよう，環境づくりに努めてください。 

   なお，投票日当日に投票することが困難であり，かつ公示日又は告示日の翌日から投票日の前日

までの間の放課後に期日前投票や不在者投票を行うことが現実的に困難であると考えられる場合

には，広島県立学校管理提要に記載されている「児童，生徒の特別欠席の取扱いについて」を根拠

に，校長の判断で，必要と認められる期間（日又は時間）を特別欠席とすることはできます。 

 

 

 

Ｑ12 生徒が公職選挙法等に違反していると考えられる場合，どのように対応すればよいでしょうか。 

 

Ａ  学校教育の役割としては，まずは，生徒が公職選挙法等に違反することがないよう，高校生向け

副教材を活用しつつ，公職選挙法等に関する正しい知識についての指導を行うことが重要です。 

しかし，万一，生徒が公職選挙法等に違反していると考えられる事態が発生した場合には，警察

等の関係機関と適切に連携することになります。基本的には，法の執行に関しては関係機関に委ね

つつ，学校としては，生徒指導上の課題として捉えた際に必要と考えられる指導を行っていくこと

が求められます。 
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Ｑ13 私は 18 歳です。今回の選挙で応援したい候補者がいるのでインターネットを使った活動をしよ

うと思います。どのような活動ができますか。また，インターネットを使った活動を行う場合に注

意する点があれば教えてください。 

 

 

Ａ  選挙運動は，選挙ごとに決められた選挙運動期間（選挙の公示日又は告示日に候補者が立候補の

届出をした時から投票日の前日までの間）内にしか行うことができません。したがって，選挙運動

期間内において，満 18 歳以上の者であれば，ホームページ，ツイッター，フェイスブック，ＬＩ

ＮＥなどのウェブサイト等を利用する方法による選挙運動を行うことができます。 

例えば，自分で選挙運動メッセージを掲示板・ブログなどに書き込んだり，他人の選挙運動の様

子を動画共有サイトなどに投稿したり，他人の選挙運動メッセージをＳＮＳなどで広める（リツイ

ート，シェアなど）ことなどができます。 

   ただし，ウェブサイト等を利用する方法による選挙運動を行う場合，電子メールアドレスやその

他その人に連絡するために必要となる情報（ツイッターのユーザー名や返信用フォームのＵＲＬ等）

を表示することが義務付けられています。 

   一方，電子メールを利用する選挙運動は，候補者や政党等のみに限られ，満 18 歳未満の者だけ

でなく，満 18 歳以上の者も行うことができないので注意が必要です。また，候補者や政党等から

来た選挙運動のための電子メールを他の選挙人に転送することも禁止されています。 

   さらに，ウェブサイト上に掲載・電子メールに添付された選挙運動用ビラ・ポスターを紙に印刷

して頒布・掲示することはできません。 

 

 

Ｑ14 選挙運動期間中に，ある候補者への投票を呼びかけるチラシを配るアルバイトを行ってもいいで

すか。 

 

Ａ  候補者への投票を呼びかけるチラシ（選挙運動用ビラ）を配ることは，他の者から指示されたと

おりに機械的に行ったとしても，選挙人に接触するため選挙運動になりますので，満 18 歳未満の

者が行うことは禁止されます。また，配ることができる選挙も限られ，配ることができる場所も演

説会場内や街頭演説の場所等に限られるため，例えば，チラシを選挙人の家のポストに入れるよう

な配り方はできませんので，満 18歳以上でも注意が必要です。 

また，チラシを配る者が，報酬を受け取ることはできません。公職選挙法では，選挙運動は原則

として自発的に無報酬で行うものであるとされており，選挙運動に従事する者に対する報酬は，選

挙運動に関する事務に従事する者，選挙運動用自動車での車上運動員，手話通訳者や要約筆記者に

対するものを除き，買収罪に当たるおそれがあります。 

なお，公職選挙法に規定されている範囲内で交通費などの実費を支払うことはできるため，こう

したものを受け取ることはできます。 
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Ｑ15 高校卒業後，引っ越して３か月経っていない場合，投票に行くことができますか。 

 

Ａ  旧住所地で３か月以上居住していれば，選挙の種類によっては選挙権があるので，投票日当日に，

旧住所地の投票所に行って投票することができます（転居に伴う選挙権を参照）。また，投票日前

でも，旧住所地の期日前投票所に行って投票することができます。選挙期間中に旧住所地に行くこ

とができない場合は，不在者投票という制度を活用することができます。 

不在者投票を行うためには，まず，旧住所地の市区町村の選挙管理委員会に，直接又は郵便等で

投票用紙など必要な書類を請求します。その後交付された投票用紙などを持参して，新住所地の市

区町村の選挙管理委員会に出向きます。 

詳しくは，市区町村の選挙管理委員会に確認してください。 

  

※ 転居に伴う選挙権 

  衆議院議員及び参議院議員の選挙…転居しても選挙権は失われない。 

  都道府県議会議員及び長の選挙…他の都道府県に転居した場合，選挙権を失う。 

  市区町村議会議員及び長の選挙…他の市区町村に転居した場合，選挙権を失う。 
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 １ 高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的

活動等について 

（平成 27年 10月 29日付通知） 

 

２ 「高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的

活動等について（通知）」に関するＱ＆Ａ（生徒指導関係） 

 

 

３ 「主権者教育の推進に関する検討チーム」最終まとめの策定について 

（平成 28年６月 20日付通知） 

 

４ 学校における補助教材の適正な取扱いについて 

（平成 27年３月４日付通知） 

 

５ 指導上の政治的中立の確保等に関する関係法規 

（１）教育基本法等関連部分抜粋 

（２）公職選挙法関連部分抜粋 

  

 

 

第Ⅴ章 関連通知等 
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５ 指導上の政治的中立の確保等に関する関係法規 

 学校は，教育基本法第 14 条第２項に基づき，政治的中立性を確保することが求められています。ま

た，教員については，学校教育に対する国民の信頼を確保するために公正中立な立場が求められており，

教員の言動が生徒に与える影響が極めて大きいことなどから法令に基づく制限などがあることに留意

することが必要です。 

（１）教育基本法等関連部分抜粋 

ア 学校における政治的中立性の確保 

○教育基本法

（政治教育） 

第十四条 良識ある公民として必要な政治的教養は，教育上尊重されなければならない。 

２ 法律に定める学校は，特定の政党を支持し，又はこれに反対するための政治教育その他政治的活

動をしてはならない。 

イ 教育公務員の政治的行為の制限 

○教育公務員特例法（昭和 24年法律第１号）

（公立学校の教育公務員の政治的行為の制限） 

第十八条 公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については，当分の間，地方公務員法第三十六

条の規定にかかわらず，国家公務員の例による。 

２ 前項の規定は，政治的行為の制限に違反した者の処罰につき国家公務員法（昭和二十二年法律第

百二十号）第百十条第一項の例による趣旨を含むものと解してはならない。 

○国家公務員法（昭和 22年法律第 120号）

（政治的行為の制限） 

第百二条 職員は，政党又は政治的目的のために，寄附金その他の利益を求め，若しくは受領し，又

は何らの方法を以てするを問わず，これらの行為に関与し，あるいは選挙権の行使を除く外，人事

院規則で定める政治的行為をしてはならない。 

ウ 特定の政党を支持させる等の教育の教唆及びせん動の禁止 

○義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法

（特定の政党を支持させる等の教育の教唆及びせん動の禁止） 

第三条 何人も，教育を利用し，特定の政党その他の政治的団体（以下「特定の政党等」という。）

の政治的勢力の伸長又は減退に資する目的をもつて，学校教育法に規定する学校の職員を主たる構

成員とする団体（その団体を主たる構成員とする団体を含む。）の組織又は活動を利用し，義務教

育諸学校に勤務する教育職員に対し，これらの者が，義務教育諸学校の児童又は生徒に対して，特

定の政党等を支持させ，又はこれに反対させる教育を行うことを教唆し，又はせん動してはならな

い。 
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（２）公職選挙法関連部分抜粋 

ア 教育者の地位利用の選挙運動の禁止 

（教育者の地位利用の選挙運動の禁止） 

第百三十七条  教育者（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）に規定する学校及び就学前の

子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成十八年法律第七十七号）に

規定する幼保連携型認定こども園の長及び教員をいう。）は，学校の児童，生徒及び学生に対する

教育上の地位を利用して選挙運動をすることができない。 

イ 公務員の地位利用による選挙運動の禁止 

（公務員等の地位利用による選挙運動の禁止） 

第百三十六条の二  次の各号のいずれかに該当する者は，その地位を利用して選挙運動をすること 

ができない。 

一 国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員 

若しくは職員 

二 （略） 

２ 前項各号に掲げる者が公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者（公職にある者を含

む。）を推薦し，支持し，若しくはこれに反対する目的をもつてする次の各号に掲げる行為又は公

職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者（公職にある者を含む。）である同項各号に掲

げる者が公職の候補者として推薦され，若しくは支持される目的をもつてする次の各号に掲げる行

為は，同項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。 

一  その地位を利用して，公職の候補者の推薦に関与し，若しくは関与することを援助し，又は他

人をしてこれらの行為をさせること。 

二  その地位を利用して，投票の周旋勧誘，演説会の開催その他の選挙運動の企画に関与し，その

企画の実施について指示し，若しくは指導し，又は他人をしてこれらの行為をさせること。 

三 その地位を利用して，第百九十九条の五第一項に規定する後援団体を結成し，その結成の準備

に関与し，同項に規定する後援団体の構成員となることを勧誘し，若しくはこれらの行為を援助

し，又は他人をしてこれらの行為をさせること。 

四  その地位を利用して，新聞その他の刊行物を発行し，文書図画を掲示し，若しくは頒布し，若

しくはこれらの行為を援助し，又は他人をしてこれらの行為をさせること。 

五  公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者（公職にある者を含む。）を推薦し，支持し， 

若しくはこれに反対することを申しいで，又は約束した者に対し，その代償として，その職務の

執行に当たり，当該申しいで，又は約束した者に係る利益を供与し，又は供与することを約束す

ること。 

ウ 職権濫用による選挙の自由妨害罪 

（職権濫用による選挙の自由妨害罪） 

第二百二十六条  選挙に関し，国若しくは地方公共団体の公務員，行政執行法人若しくは特定地方

独立行政法人の役員若しくは職員，中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事す

る総務省の職員，参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員，選挙管理委員会の委員若
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しくは職員，投票管理者，開票管理者又は選挙長若しくは選挙分会長が故意にその職務の執行を怠

り又は正当な理由がなくて公職の候補者若しくは選挙運動者に追随し，その居宅若しくは選挙事務

所に立ち入る等その職権を濫用して選挙の自由を妨害したときは，四年以下の禁錮に処する。 

２  国若しくは地方公共団体の公務員，行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しく

は職員，中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員，参議院合

同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員，選挙管理委員会の委員若しくは職員，投票管理者，

開票管理者又は選挙長若しくは選挙分会長が選挙人に対し，その投票しようとし又は投票した被選

挙人の氏名（衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体の名称又は略称，参

議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しく

は略称）の表示を求めたときは，六月以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。 
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